
て
い
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
ご
覧
下
さ
い
。

問
税
務
課

　
（
☎
８
４
㆐
３
１
５
４ 

直
通
）

平
成
30
年
秋
季
全
国
火
災
予
防

運
動
（
11
月
７
日
～
15
日
）

防
火
標
語
「
忘
れ
て
な
い
？　

サ
イ

フ
に
ス
マ
ホ
に
火
の
確
認
」

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
設
置
義
務

（
平
成
18
年
6
月
1
日
施
行
）
か
ら

既
に
10
年
が
経
過
し
て
い
ま
す
。
耐

用
年
数
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

10
年
が
交
換
の
目
安
で
す
。

　

ま
た
、
住
宅
用
消
火
器
を
設
置
し

て
い
る
家
庭
は
使
用
期
限
の
確
認
を

お
願
い
し
ま
す
。
使
用
期
限
を
過
ぎ

た
消
火
器
は
破
裂
に
よ
る
人
身
事
故

の
危
険
が
あ
り
ま
す
。
特
に
腐
食
、

キ
ズ
、
変
形
な
ど
が
み
ら
れ
る
消
火

器
は
、
使
用
期
限
に
達
し
て
い
な
く

て
も
交
換
を
お
勧
め
し
ま
す
。ま
た
、

高
温
多
湿
、
腐
食
性
ガ
ス
や
潮
風
の

当
た
る
場
所
で
の
保
管
は
お
控
え
く

だ
さ
い
。

個
人
事
業
税（
第
2
期
分
）の 

納
期
限
は
11
月
30
日
㈮
で
す

　

個
人
事
業
税
は
、
県
内
に
事
務
所

(

事
業
所)

を
持
ち
、
事
業
を
行
っ

て
い
る
個
人
の
方
が
納
め
る
税
金
で

す
。
県
の
地
域
振
興
局
な
ど
か
ら
送

付
さ
れ
る
納
税
通
知
書
に
よ
り
、
納

期
限
ま
で
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
本
年
度
か
ら
30
万
円
以
下

の
税
額
の
個
人
事
業
税
は
、コ
ン
ビ

ニ
で
の
納
付
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

　

次
の
納
付
方
法
も
利
用
で
き
ま
す
。

•

金
融
機
関
窓
口

•

電
子
収
納
（
ペ
イ
ジ
ー
収
納
）
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
し
て
、
パ
ソ
コ
ン
・
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・
Ａ
Ｔ
Ｍ
か
ら
納
付

•

口
座
振
替

※
口
座
振
替
手
続
は
完
了
ま
で
2
カ

月
ほ
ど
要
し
ま
す
の
で
、
来
年
度

分
か
ら
の
適
用
と
な
り
ま
す
。

問
鹿
児
島
地
域
振
興
局
課
税
課

　
（
☎
０
９
９
㆐
８
０
５
㆐
７
２
２
０
）

11
月
は
「
文
化
芸
術
に 

親
し
む
月
間
」
で
す

　

県
で
は
、
11
月
を
「
文
化
芸
術
に

親
し
む
月
間
」
に
設
定
し
て
お
り
、

期
間
中
、
音
楽
や
美
術
、
演
劇
、
文

学
な
ど
多
様
な
文
化
イ
ベ
ン
ト
が
県

内
各
地
で
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
11
月
第
３
週
は
「
鹿
児
島

県
方
言
週
間
」
で
す
。
県
内
各
地
で

伝
承
さ
れ
て
い
る
方
言
を
若
い
世
代

の
方
々
に
語
り
継
い
で
い
く
た
め

に
、
積
極
的
に
地
元
の
方
言
を
使
っ

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

期
間
中
の
関
連
イ
ベ
ン
ト
一
覧
を

県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い

ま
す
（「
文
化
芸
術
に
親
し
む
月
間
」

で
検
索
）。

問
県
庁
生
活
・
文
化
課

　
（
☎
０
９
９
㆐
２
８
６
㆐
２
５
３
７
）

　日頃より、知名町政につきまして皆様
のご理解とご協力を賜り心より厚くお礼
申し上げます。
　今年７月上旬、西日本を中心に広い範
囲で豪雨被害が発生し、その中で特に岡
山県倉敷市真備町では沖永良部出身者17
世帯の全戸が２階床下浸水等の被災に遭
いました。
　本町では、沖永良部出身者の被災者支
援を目的として、岡山沖洲会に義援金を
送ることにし、町民の皆様へ支援をお願
いしておりましたが、先日、本町から
1,517,803円の義援金を送金するこができ
ました。
　皆様の温かいご支援、ありがとうござ
いました。

 知名町長　今井　力夫

台風第24号・25号により被害を受けた方には、平成30年度の個人町
県民税、国民健康保険税及び固定資産税のうち、まだ納期が到来し
ていない分を被災の程度によって減免する制度があります。詳しく
は税務課へお問合せください。
●減免対象
◎個人町県民税及び国民健康保険税 ( 所得割額のみ )
　・災害により納税義務者の所有に係る住宅・家財について、
　　30% 以上 ( 保険等での補填分を除く ) の損害を受けた場合
　・農作物の減収による損失額が平年の収入額 ( 売上額 ) の
　　30% 以上 ( 農業共済等での補填分を除く )
◎固定資産税
　・農地・宅地・家屋の損害程度が20% 以上
●申請に必要な書類等
　各種税金の納税通知書、印鑑、損害の程度が確認できる書類
　( 役場が発行する ｢り災証明書（コピー可）｣ 等 )
●申請期限　11月30日㈮　
※事情により期限までに申請が出来ない場合は、お早めにご相談ください。

 問税務課（☎84-3154）直通

西日本豪雨被害に伴う
岡山沖洲会への義援金お礼について

台風第24号・25号により被害を受けられた方の
町税の減免について

問総務課（☎84-3156）
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